
介護予防日常生活支援総合事業
考え方と注意点

知立市役所 長寿介護課

地域支援係

生活支援コーディネーター・協議体に
ついて

知立市役所・長寿介護課
地域支援係
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民間
企業

ボランティアＮＰＯ

バックアップ

市を核とした支援体制の充実・強化（コーディネーターの配置、
協議体の設置等を通じた住民ニーズとサービス資源のマッチング、情報集約等）

事
業

主
体

○高齢者の在宅生活を支えるため、ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、社会福祉法人、協同組合等
の多様な事業主体による重層的な生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築を目指す

・介護支援ボランティアポイント等を組み込んだ地域の自助・互助の体制づくり

・「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」の配置や協議体の設置

民間とも協働して支援体制を構築

家事援助
安否確認

食材配達

移動販売

配食＋見守り

自
治
会
単
位
の
圏
域

小
学
校
区
単
位
の
圏
域

市
町
村
単
位
の
圏
域

交流サロン

声かけ

コミュニティ
カフェ

権利擁護

外出支援

生活支援・介護予防サービスの提供イメージ

協同
組合

多様な主体による生活支援・介護予防サービスの重層的な提供

社会福
祉法人

介護者支援

等
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生活支援・介護予防の体制整備におけるコーディネーター・協議体の役割

（２）協議体の設置 ⇒多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組を推進

（１）生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置 ⇒多様な主体による多様な取組のコー
ディネート機能を担い、一体的な活動を推進。コーディネート機能は、以下のＡ～Ｃの機能があるが、
当面ＡとＢの機能を中心に充実。

エリアとしては、第１層の市町村区域、第２層の日常生活圏域（中学校区域等）があり、平成26年度
は第１層、平成29年度までの間に第２層の充実を目指す。
① 第１層 市町村区域で、主に資源開発（不足するサービスや担い手の創出・養成、活動する場の確保）中心
② 第２層 日常生活圏域（中学校区域等）で、第１層の機能の下で具体的な活動を展開

※ コーディネート機能には、第３層として、個々の生活支援・介護予防サービスの事業主体で、利用者と提供者を
マッチングする機能があるが、これは本事業の対象外

（Ａ）資 源 開 発 （Ｂ）ネットワーク構築

生
活
支
援
・
介
護
予
防
の
基
盤
整
備
に
向
け
た
取
組

○ 地域に不足するサービスの創出
○ サービスの担い手の養成
○ 元気な高齢者などが担い手として活

動する場の確保 など

○ 関係者間の情報共有
○ サービス提供主体間の連携の体制づく

り など

民間企業 ボランティアＮＰＯ 協同組合 社会福祉法人

生活支援・介護予防サービスの多様な関係主体の参画例

※１ コーディネーターの職種や配置場所については、一律には限定せず、地域の実情に応じて多様な主体が
活用できる仕組みとする予定であるが、市や地域包括支援センターと連携しながら活動することが重要

等

（Ｃ）ニーズと取組のマッチング

○ 地域の支援ニーズとサービス提供主
体の活動をマッチング
など
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〇本人が望む生活の中で、諦めてしまっていることがありました
らご相談ください。

地域住民やボランティア、民間サービス等と生活支援コーディネーターが繋
げることで引き続きやれる・参加できる、新しく始めることができるものも
あるかもしれません。

〇介護保険外サービス等の生活支援や社会参加の場の情報が
ほしい時は、各圏域の生活支援コーディネーターに連絡くださ

い。

一覧は「知立市高齢者活動ささえあいガイド」でも確認できます

「知立市高齢者活動ささえあいガイド」（知立市ホームページ）
https://www.city.chiryu.aichi.jp/kenko_fukushi/korei/1543558589379.html

生活支援コーディネーターにご相談ください
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介護予防日常生活支援総合事業
考え方と注意点

知立市役所 長寿介護課

地域支援係

高齢者を支える地域づくり事業
について

知立市役所・長寿介護課
地域支援係
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「知立市高齢者等を支える地域づくり事業」について

（1）高齢者等に対する「緩やかな見守り」の実施

日常業務の中で、高齢者の異変に気付いた場合、知立
市に状況を連絡

（2）認知症の方やその家族を支える地域づくりへの協力

「認知症サポーター養成講座」の受講等により認知症
に関する正しい知識の習得に努めるとともに、認知症
の方や家族が困っている場合、可能な範囲で支援

（3）高齢者等の消費者被害の防止

日常業務の中で、高齢者等の消費者被害の兆候を察知
した場合、消費者センター等に連絡

（4）その他地域活動の支援

介護予防、高齢者の虐待防止、認知症徘徊行動等に
よる行方不明高齢者の早期発見等可能な範囲で協力い
ただいています

協定数－６３事業所 （令和６年２月現在）
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令和５年度新規締結先企業

・愛知中央ヤクルト販売株式会社

→老人福祉センターでの栄養講座の実施

・移動スーパーはじ丸バロー安城店

・ヤマト運輸株式会社三河主管支店

・行政書士法人あいち行政＆相続

→成年後見・家族信託に講座、遺言書に関する
講座

・佐川急便株式会社

・ホリデイスポーツクラブ刈谷知立

→老人福祉センターでの健康づくり事業の実施
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介護予防日常生活支援総合事業
考え方と注意点

知立市役所 長寿介護課

地域支援係

介護予防の取組について

知立市役所・長寿介護課
地域支援係
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体重減少や筋力低下などの身体的な衰えの結果、日常生
活が制限されるようになると、精神の活動能力も発揮しにく
くなることがあります。

身体機能も精神機能も使わないと衰えるという点は共通し
ており、それらが社会的な孤立につながることもあります。

筋肉量が
低下

活動量が
減る

エネルギー
消費量が減る

食べる量が
減る

身体機能
が低下

疲れやすく
なる

つまづき

転倒
外出しない

閉じこもり

低栄養
寝たき
り

歩行困難

悪循環



運動機能、筋肉の維持・
向上

口腔機能の維持・向上
栄養改善
認知症予防
生きがいづくり

介護予防

目的

やるっ
ぴ！

シニア元
気塾

健やかプ
ログラム

健康づくり事
業

まちかど
運動教室

高齢者サ
ロン



歩いて通える場の充実とリハ
ビリ専門職の関与の推進

エリア１

エリア２

自宅でできる健康づくり

地域でできる健康づくり

出かけて行う健康づくり

・老人福祉センターを介護予防の拠点
にしていくために各種体操以外に、測
定会、健康相談、教養講座（口腔ケア、
栄養、薬の飲み方、スマホ、終活）
・シニア元気塾（口腔・栄養、運動講座）
中央公民館等で開催

エリア３

オンラインまちかど運動教室
家でできる体操メニュー
(仮)個人特化型健康プログラム

介護予防拠点の位置づけ

自宅
高齢者サロン

地域活動

まちかど運動教室
ウォーキング

公民館

エリア２

エリア３

就労

エリア１

趣味活動

老人福祉センター

老人クラブ

距離ごとに分けて施策を展開していく



①メリット：コロナの流行に影響されることなく、安心して参加できる
会場に出て行くことが苦手な方など新たな参加者層の獲得

②オンライン動画配信媒体：運動教室のLINEからZOOMと連携して配信

③内 容：
(1)オンラインまちかど：まちかど運動教室公式LINEを導入。

参加者に友達登録していただくことで、トーク画面上から
１タップで体操教室に接続（面倒な設定などが不要）

(2)動画配信：youtubeチャンネルで配信している動画を配信。
LINEから鍛える部位や運動種類など選択することで希望に
あった動画を見ることができる。

(3)通いの場の情報：現在地周辺のサロンやまちかど運動教室
が地図上に表示されます。

(4)その他：週の始めやオンラインまちかど開催日前日などに
メッセージを配信します。

オンラインまちかど運動教室



概 要：まちかど運動教室に通っていることでの効果を測るとともに、一定

の基準を下回る参加者について、短期集中リハビリを進める等適切

なサービスに繋げれるようにする。

開催頻度：年２回（半年に1回）

会 場：各まちかど運動教室の会場

内 容：握力、TUG、CS-30、チェックリスト、アンケートの実施

半年後の結果との比較、基準を下回った方の中でも理学療法士の見

立てで短期集中に行ったほうが良い人は包括に繋いでいく。

まちかど測定会



(仮)個人特化型健康教室

目的 測定や健康に関するアンケートに基づき、各参加者ごとに運
動プランが生成され、そのプランに基づき各自で運動してい
ただくもの。

各参加者にお渡しする活動量計で実施の有無を記録いただ
き、月に１度老人福祉センターで活動量計を読み取らせる

月に１度講座を実施することで通っていただき健康状態の
チェック・維持を図る。

内容 運動プラン
の作成

筋力等の測
定と健康に
関するアン
ケートから
運動プラン
を作成

運動プラ
ンに基づ
き自身で
運動

毎月の講座
に参加・運
動の実施状
況報告

半年後に測
定、健康に
関するアン
ケートの実
施。結果とと
もに運動プ
ランの更新



場所：市内21会場（牛田、八橋、新林、弘法、中山、谷田、
長篠、山町、来迎寺、上重原、西中、逢妻、山屋敷、
谷田町コミュニティセンター、西丘、プラザ昭和、
アサヒ乃湯、福祉の里八ツ田、老人福祉センター、）
※アサヒの湯は中止中

まちかど運動教室

内容・地域と市が連携して開催
・週1回、１時間実施
・介護予防のためのストレッチ、筋力アップ体操など
・理学療法士等が講師を担当

歩いて
通える
場所で

身近な
憩いの
場づくり

地域での
つながりを
大切に

テーマ

会 場



 

 

 

高齢者が住み慣れた地域で生き生きと過ごせるよう、身近な場所で定期的に集うことができる『高齢者サロン』が地域で開催されています。 

サロンによって内容や回数は様々ですが、お茶を飲みながらのおしゃべりや健康体操、ゲームなどを行い、閉じこもりや寝たきり・認知症の予防

に取り組んでいます。 

 

 

地域の公民館や介護事業所、個人宅で開催しています。（次頁スライド参照） 

 

教養・娯楽・・・・カラオケ、ゲーム、イベント鑑賞、将棋、小物つくり等 
 
交流・レクリエーション・・・食事会、誕生日会等 
 
スポーツ・・・・体操等 
 
健康予防・・・・健康相談、健康チェック、血圧測定、脳トレ等 

 

 

参加を希望される人は、地域包括支援センター、長寿介護課地域へお問合せください。 

開催場所

〇サロンの運営スタッフを募集しています 

サロンで提供する食事の調理や実施する内容の企画などサロンに携わる人を随時募集しています。 

興味がある人は地域包括支援センター、長寿介護課地域支援係にご連絡ください。 

 

▼活動地域 
八橋町、逢妻町、新林町、南陽、昭和、西中町、中山町、
宝町、上重原町、西町、山屋敷町、新地町、山町、中町、
谷田町、牛田町、弘法町、八ツ田町 
 



 

⑧心の里 

知立団地第２集会場 

⑧心の里＜快食会＞ 

ﾌﾟﾗｻﾞ昭和 

⑥たんぽぽの会 

⑳ｻﾛﾝ北昭和 

昭和老人憩いの家 

 

① 八橋ふれあい広場 

八橋市営住宅集会所 

②ふれあいﾈｯﾄあいづま 

逢妻町公民館 

 

③新林町元気会 

⑫新林町ｻﾛﾝ「絆」 

新林町公民館 

⑤いどばた会 

個人宅 

④ふれあい健食会 

南陽公民館 

⑦西中喫茶 

西中町第 1公民館 

高齢者サロンマップ 

⑨ふれあいｻﾛﾝ 

すずめのお宿 

中山公民館 

⑩ふれあいｻﾛﾝほっと宝 

⑮宝町なごやかｻﾛﾝ 

宝町公民館 

⑪上重原さわやかｻﾛﾝ 

上重原町公民館 

⑬西町ｻﾛﾝ花しょうぶ 

西町公民館 

⑭ ふれあいｻﾛﾝ山屋敷 

山屋敷町公民館 

⑯ ｼﾆｱ健康ｻﾛﾝ新地 

新地公民館 

⑰ 和い輪いｻﾛﾝ 

山町公民館 

 
⑱ なかよし会 

中町公民館 

⑲ふれあいｻﾛﾝ「ｳﾞｨﾗ de ｻﾛﾝ」 

ｳﾞｨﾗﾄﾋﾟｱ知立談話室 

㉑いこいの家 

谷田町第 1・２公民館 

㉒ひだまり会 

坂道の家 

㉓弘法いきいきｻﾛﾝ 

弘法公民館 

㉔もやいこの会 

もやいこﾊｳｽ 

㉕八ツ田町ｲｷｲｷｻﾛﾝ 

八ツ田町公民館 

㉗NPO おたがいさまの家あ

いあい 

おたがいさまの家あいあい 



やるっぴ！シニア元気塾

口腔器機能、栄養改善の知識と技術(トレーニン

グ）を学び将来要介護状態になることを予防します。
初日及び最終日にあたまの健康チェックを行い、
認知機能の状態を測っています。

運動器機能、口腔ケア（講話、体操等）２回、栄養
（講話）１回、運動（ストレッチ、運動等）５回、脳の
健康チェック２回 全１２回

前期・後期で年２回募集を実施

内容

回数

申込


